
東京都板橋区健康づくり推進協議会要綱  

  

（平成９年２月２８日区長決裁）  

（目的）  

第１条 この要綱は、東京都板橋区健康づくり推進協議会条例（平成８年板橋区条

例第３７号。以下「条例」という。）第９条により東京都板橋区健康づくり推進協議

会（以下「協議会」という。）の運営について、必要な事項を定めることを目的とす

る。（身分）  

第２条 協議会委員（以下「委員」という。）は、地方公務員法（昭和２５年法律第 

２６１号）第３条第３項第３号に規定する非常勤の特別職とする。  

（委員）  

第３条 条例第３条に規定する委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。  

⑴ 医療その他関係機関を代表する者 １０名以内  

⑵ 学識経験のある者            １０名以内  

⑶ 区民を代表する者            １０名以内  

（委嘱手続）  

第４条 委員の選任に際しては、本人から承諾書（別記様式）を徴する。  

２ 区長は意思決定後、委員に対し発令通知書を交付する。  

（会議の公開）第５条 会議は公開とする。ただし、協議会が公開を不適当と認め

るときは、この限りではない。  

２ 会長は、傍聴人の数を制限することができる。  

（傍聴人が守るべき事項）  

第６条 前条により会議を公開する場合においては、傍聴人は会長の指示に従うとと

もに静粛を旨とし次の各号に掲げる事項を守らなければならない。  

⑴ 傍聴人は、傍聴人名簿に所要事項を記入し、係員の指示に従うこと。  

⑵ 会議の会場において写真等を撮影し、又は録音その他の方法により記録をとっ

てはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を得た場合は、この限りではな

い。  

⑶ 発言に対して批判を加え、又は拍手その他の方法により賛否を表明しないこ

と。  

２ 会長は、傍聴人が前項の規定に違反した場合、又は指示に従わない場合には、退場

を命ずることができる。  



３ 傍聴人は、会長に退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。４ 

会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者は会議を傍聴す

ることはできない。  

 （会議録）  

第７条 会長は、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成し、保存するものと

する。  

⑴ 開催日時、会場、出席した委員等の氏名、議題、配布資料名  

⑵ 会議の概要  

⑶ その他会長が必要と認める事項  

２ 会議録は、公開とする。ただし、協議会が公開を不適当と認めるときは、この限

りではない。  

（小委員会）  

第７条の２ 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に小委員会を設置することがで

きる。  

２ 小委員会は、協議会委員の内から会長が指名した者１１名以内、健康生き

がい部長及び保健所長で構成する。  

３ 委員長は、会長が指名する。  

４ 委員長は、小委員会の会務を総理する。  

５ 副委員長は、健康生きがい部長の職にある者をもって充てる。  

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理

する。  

７ 小委員会は、条例第２条に規定する事項のうち会長が指名した事項につい

て調査検討する。  

８ 小委員会は、委員長が招集する。  

（幹事会）  

第７条の３ 協議会の下に、幹事会を設置することができる。  

２ 幹事会は、別表により選出された者で構成する。  

３ 幹事会は、健康増進法に基づく健康増進事業の実施について協議する。  

（委任）  

第８条 協議会の運営について、この要綱に定めのない事項は、健康生きがい部長

が定める。 

付 則  

 この要綱は、平成９年２月２８日から施行する。  

付 則  



この要綱の一部改正は、平成１８年５月８日から施行する。  

付 則 

この要綱の一部改正は、平成２０年６月１日から施行する。 

付 則 

この要綱の一部改正は、平成２７年４月１日から施行する。  

付 則  

この要綱の一部改正は、平成２７年１０月１日から施行する。 

付 則  

この要綱の一部改正は、令和８年４月１日から施行する。  

   

別表  

選出範囲  選出する者（職務名）  

医療関係  板橋区医師会公衆衛生理事（３名以内）  

板橋区歯科医師会（２名以内）  

区職員  

健康生きがい部（板橋区保健所）健康推進課長  

健康生きがい部（板橋区保健所）健康福祉センター所長（１名）  

健康生きがい部高齢政策課長  

健康生きがい部生涯活躍推進課長  

  


